
中小企業退職金共済制度加入促進補助金
市内中小企業者の退職金共済制度への加入を促進し、中小企業の従業員の福祉の増進及び雇用の安定を図るため、退職
金共済契約制度に加入し、一定の要件を満たす企業に補助金を交付します。

愛知県刈谷市

助成型（※2）

人材育成・雇用

1. 刈谷市内に主たる事業所を有すること
2. 市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
3. 新規に共済契約してから12か月以上経過し、契約月から12か月分の掛金を納付している
こと
4. この補助金の交付を過去に受けていないこと

～

契約月から12か月分の掛金総額の1/10

対象となる退職金共済制度：中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度

商工業振興課
電話：0566-62-1016

https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011848/1006273.html
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